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【第132-3-8】水素社会推進法案の概要

資料：経済産業省作成
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【第132-3-7】GX経済移行債による投資促進策（案）

資料：「分野別投資戦略」より抜粋
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なっています。このため、CCS事業法案では、2030年までに

民間事業者が国内におけるCCS事業を開始するための事業環

境を整備するため、試掘・貯留事業の許可制度の創設、貯

留事業に係る事業規制・保安規制の整備とともに、CO2の導

管輸送事業に係る事業規制・保安規制を整備しています（第

132-3-9）。

4．�アジアのGXに向けた日本の貢献

前項のとおり、日本におけるGXの実現に向けた取組は、

検討フェーズから「実行」フェーズへと突入しています。こう

した取組を進めることにより、日本では、エネルギー安定供

給の確保や経済成長を実現していくとともに、2030年度の温

室効果ガス46％削減（2013年度比）や2050年カーボンニュート

ラルといった目標の達成に向け、気候変動問題への対応につ

いても加速させていきます。

しかし、気候変動問題という国境のない問題に対応してい

くためには、世界全体の温室効果ガス排出量を減らしていく

ことが不可欠である中、前節でも確認したように、経済成長

を続ける途上国、特にアジア諸国からの排出量が急増してい

ることから、世界全体の排出量は依然として増加傾向が続い

ています。世界全体の排出量を減らしていくためには、途上

20  各国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ（STEPS）における見通し。

国、特にアジア諸国における排出削減・GXを進めることが

重要となっており、日本では、こうした国々のGXに貢献す

るための取組も推進しています。本項では、こうした日本の

取組等について確認していきます。

（1）�成長著しいアジアの状況と課題

中国やインドをはじめ、急速に経済成長を遂げている国を

多く抱えるアジアでは、エネルギー需要の増加に伴い、エネ

ルギー起源CO2の排出量も急増しており、2021年における世

界全体の排出量の6割近くは、アジアによる排出が占める状

況となっています。中国やインド以外では、ASEANの排出

量も増加しており、2021年におけるASEANの排出量は、日本

の排出量の約1.6倍となりました。こうした状況から、世界

全体でカーボンニュートラルを実現していくためには、アジ

アにおける排出をどう減らすかという点が極めて重要なポイ

ントとなっており、換言すれば、アジアにおけるカーボン

ニュートラルなくして、世界のカーボンニュートラルは実現

できないといっても過言ではない状況です（第132-4-1）。

こうした中、アジアでは、今後もエネルギー需要が堅調

に伸びていくことが予測されています。例えば、IEAが策定

した将来見通し20において、ASEANの電力需要については、

2021年から2050年にかけて2.8倍に増加していくと見込まれて

【第132-3-9】CCS事業法案の概要

資料：経済産業省作成
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います。この2050年におけるASEANの電力需要の予測値は、

現在の日本の電力需要の約3倍に相当するものとなっていま

す（第132-4-2）。

このように、成長著しいASEANですが、2050年までのカー

ボンニュートラルを掲げるベトナムやマレーシア、2060年ま

でのカーボンニュートラルを掲げるインドネシアのように、

カーボンニュートラルという目標を掲げる国も多く登場して

おり、各国では、カーボンニュートラルの実現に向けた取組

が進められています。しかしその一方で、ASEANの多くの

国では、日本と同様に、電力の大半を石炭火力や天然ガス火

力に依存している状況となっています（第132-4-3）。

一般的に、カーボンニュートラルの実現に向けては、非化

石電源を拡大させ、石炭火力等の火力発電の割合を減らして

いくことが必要とされていますが、今後も経済成長に伴う電

力需要の大幅な増加が予測されているASEANにおいて、一

足飛びに石炭火力等を廃止していくことは現実的ではありま

せん。ASEANは、電力需要の増加が予測される中、エネルギー

の安定供給を損なうことなく、同時に脱炭素化を果たしてい

かなければならないという非常に難しい課題を抱えており、

そのための解決策を必要としています。

（2）�アジアのGXへの日本の貢献（AZEC）

世界全体のカーボンニュートラルの実現のためには、各国

固有の事情に応じた多様な道筋の下、様々な技術を活用しな

がら、同じゴールに向かって、それぞれの取組を着実に進め

ていくことが重要です。例えば、ASEAN等のアジアにおい

ては、今後も経済成長に伴うエネルギー需要の増加が見込ま

れる中、現実的な形で着実に取組を進めていくことが必要と

されており、そのことが世界全体のカーボンニュートラルの

実現に向けても不可欠となります。

こうした中、日本では、「アジア・ゼロエミッション共同

体（AZEC）」の枠組みの下、様々な取組を加速させています。

AZECには、日本の他に、豪州、ブルネイ、カンボジア、イ

ンドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポー

ル、タイ、ベトナム（計11か国）がパートナー国として参画し

ており、日本は、このAZECの枠組みの下、日本が有する脱

炭素技術やファイナンス等を通じて、アジアにおけるGXの

実現にも貢献していくべく、様々な取組を進めています。前

述のとおり、日本は様々な分野においてGXの実現に向けた

取組を進めていますが、電源の多くを火力発電に頼っている、

GDPに占める製造業の割合が高い等、日本の置かれている状

況は、アジア各国を取り巻く状況とも共通点が多くあります。

そのため、日本のGXの実現に向けた取組は、アジアにおけ
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【第132-4-1】エネルギー起源CO2排出量の推移（主要国・エリ
ア別）

（注）1999年以前の「その他アジア」には、「ASEAN」を含む。
資料： IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion」を基に経済産業省

作成

ASEAN インド 中国

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

×1.7

×2.8
×1.7

×3.5

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

×1.9

×2.0

（TWh）

【第132-4-2】アジア各国における電力需要の予測

（注） 2050年の数値は、IEAが想定した将来シナリオであるSTEPS（各
国が表明済の具体的政策を反映したシナリオ）における予測値。

資料：IEA「World Energy Outlook 2023」を基に経済産業省作成
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資料：IEA「World Energy Balances 2023」を基に経済産業省作成
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るGXにもつながりうると考えられます。AZECは、エネルギー

の需給構造が類似したアジアの国々が、脱炭素に必要な技術

や情報、ノウハウ、資金、人材、市場、資源を共有し、ルー

ルや標準、制度を共通化することで、日本のGXの実現に向

けた取組と、アジアにおけるGXをつなぐ「架け橋」となるも

のです。その一例として、日本では、脱炭素燃料である水素

等を燃料とした発電やCCS事業等の推進に向けて、技術開発

や法整備等の取組を加速させていますが、既存の火力発電の

設備を活用しながら、段階的かつ着実に排出削減を進めるこ

とができるこうした技術は、電力需要が今後も大幅に増加し、

当面の間は火力発電を活用せざるを得ないASEAN等の国々

にとっても、極めて重要なオプションです。日本では、こう

した脱炭素に資する様々な技術や知見等を、日本のGXの実

現につなげるだけでなく、AZECの取組を通じて、アジアに

おけるGXの実現にもつなげていくことを目指しています。

2023年12月18日には、初となる「AZEC首脳会合」が東京で

開催され、日本からは岸田総理、齋藤経済産業大臣等が参加

したほか、AZECパートナー国からも首脳が参加し、AZECの

考え方や活動に係る議論が行われました。この首脳会合では、

岸田総理から、「多様な道筋による、ネットゼロ」という共通

目標の達成や、「脱炭素・経済成長・エネルギー安全保障」の

同時実現という3つのブレークスルーの重要性を発信しまし

た。その上で、次世代のGX技術の開発や導入加速に向けた

日本の取組に触れつつ、AZEC構想を通じて、日本の技術や

経験を各国へ共有していく意思を表明しています（第132-4-

4）。

今後も日本では、日本国内におけるGXの実現に向けた取

組を着実に進めていくとともに、日本が有する様々な技術や

知見等の強みを活用しながら、アジアのGX、そして世界の

GXの実現にも貢献していきます。

【第132-4-4】アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）構想の
概要

資料：経済産業省作成


